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平成３０年度本社自家用電気工作物保守業務
契約職　副理事長　佐藤具揮
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

平成30年4月19日
グローブシップ(株)
（東京都港区芝）

本社における電源設備の点検につい
ては、本社が入居するLAタワーよりビ
ル電気設備の一元管理のため当該業
者と契約するよう要請されているため
（物品等の調達に関する事務処理要
領第4条第2項第一号）。

- 1,671,840 - - -

埼玉管内外監視制御設備保守業務
契約職　副理事長　佐藤具揮
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

平成30年4月4日
（株）富士通マ－ケティング
（東京都港区港南）

業務遂行上の条件を満たす当該業者
を契約の予定者とし、当該業者以外
の者で本工事に必要な条件を満たし
参加意思のある者の有無を確認する
ため公募を実施したところ参加の応募
者はいなかったため（物品等の調達
に関する契約事務処理要領第4条第2
項第一号）。

- 173,880,000 - - -

群馬管内外管理用制御処理設備保守業務
契約職　副理事長　佐藤具揮
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

平成30年4月4日
ＪＲＣシステムサービス（株）
（東京都三鷹市牟礼）

業務遂行上の条件を満たす当該業者
を契約の予定者とし、当該業者以外
の者で本工事に必要な条件を満たし
参加意思のある者の有無を確認する
ため公募を実施したところ参加の応募
者はいなかったため（物品等の調達
に関する契約事務処理要領第4条第2
項第一号）。

- 54,000,000 - - -

平成３０年度利根川ダム統合管理業務
契約職　副理事長　佐藤具揮
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

平成30年4月1日
国土交通省関東地方整備局
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

本件は「利根川上流ダム群の総合管
理に関する協定書」に基づき、利根川
上流ダム群の統合的な管理に必要な
各ダムの操作に関する指示及び当該
指示に関する業務を委託するもので
ある。上下流を一元管理する河川管
理者である国土交通大臣が行うことが
合理的であることから、当該者に委託
を行う（物品等の調達に関する契約事
務処理要領第４条第２項第一号）。

－ 205,391,000 － - -

平成３０年度利根川ダム放流警報施設の維持等
契約職　副理事長　佐藤具揮
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

平成30年4月1日
国土交通省関東地方整備局
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

本件は「利根川ダム放流警報施設の
維持等に関する協定書」に基づき、水
資源機構と国土交通省の「共有施設」
である矢木沢、奈良俣、藤原、相俣、
薗原ダムからの放流に伴う放流警報
及びダム放流情報伝達装置の維持等
を委託するものである。「共有施設」の
維持等については、一元的に行うこと
が効率的・合理的であることから、施
設が存在する下流河川区間を管理す
る当該者に委託を行う（物品等の調達
に関する契約事務処理要領第４条第
２項第一号）。

－ 59,677,000 － - -



平成３０年度荒川ダム統合管理業務
契約職　副理事長　佐藤具揮
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

平成30年4月1日
国土交通省関東地方整備局
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

本件は「荒川水系ダム群の統合管理
に関する協定書」に基づき、荒川水系
ダム群の統合的な管理に必要な荒川
水系ダム群の操作に関する指示及び
当該指示にかかる業務を委託するも
のである。上下流を一元管理する河
川管理者である国土交通大臣が行う
ことが合理的であることから、当該者
に委託を行う（物品等の調達に関する
契約事務処理要領第４条第２項第一
号）。

－ 12,173,000 － - -

平成３０年度霞ヶ浦開発施設の操作等に関する管理
業務（河川）

契約職　副理事長　佐藤具揮
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

平成30年4月1日
国土交通省関東地方整備局
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

本件は「霞ヶ浦開発施設に関する施
設管理規程」に基づき、常陸川水閘
門小閘門等、湖岸堤等、利根川連絡
水路、新横利根閘門機場及び水管理
施設の操作等に関する業務を当該者
に委託するものである。霞ヶ浦開発施
設の操作等が、霞ヶ浦等の他の河川
管理施設の操作等と密接に関連する
ことを鑑み、河川管理者である国土交
通大臣が行うことが合理的であること
から、当該者に委託を行う（物品等の
調達に関する契約事務処理要領第４
条第２項第一号）。

－ 655,157,000 － - -

平成３０年度霞ヶ浦開発施設の操作等に関する管理
業務（導水）

契約職　副理事長　佐藤具揮
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

平成30年4月1日
国土交通省関東地方整備局
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

本件は「霞ヶ浦開発施設に関する施
設管理規程」に基づき、利根川連絡
水路に係る維持管理等（保守点検及
び操作関係除く）に関する業務を当該
者に委託するものである。霞ヶ浦開発
施設の操作等が、霞ヶ浦等の他の河
川管理施設の操作等と密接に関連す
ることを鑑み、河川管理者である国土
交通大臣が行うことが合理的であるこ
とから、当該者に委託を行う（物品等
の調達に関する契約事務処理要領第
４条第２項第一号）。

－ 33,104,000 － - -

宿舎借上料
契約職　副理事長　佐藤具揮
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

平成30年4月1日
（株）増渕組
（栃木県宇都宮市簗瀬町）

入居中宿舎の継続契約であり、本契
約者以外との契約はできない。（物品
等の調達に関する契約事務処理要領
第4条第2項第一号）

－ 2,868,000 － - -

宿舎借上料
契約職　副理事長　佐藤具揮
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

平成30年4月1日
（株）ハウス二十一
（埼玉県さいたま市大宮区）

入居中宿舎の継続契約であり、本契
約者以外との契約はできない。（物品
等の調達に関する契約事務処理要領
第4条第2項第一号）

－ 1,056,480 － - -

宿舎借上料
契約職　副理事長　佐藤具揮
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

平成30年4月1日
アイコーポレーション（株）
（東京都千代田区外神田）

入居中宿舎の継続契約であり、本契
約者以外との契約はできない。（物品
等の調達に関する契約事務処理要領
第4条第2項第一号）

－ 1,038,552 － - -

宿舎借上料
契約職　副理事長　佐藤具揮
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

平成30年4月7日 （有）マチダ

入居中宿舎の継続契約であり、本契
約者以外との契約はできない。（物品
等の調達に関する契約事務処理要領
第4条第2項第一号）

－ 1,144,590 － - -

宿舎借上料
契約職　副理事長　佐藤具揮
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

平成30年4月1日 個人

入居中宿舎の継続契約であり、本契
約者以外との契約はできない。（物品
等の調達に関する契約事務処理要領
第4条第2項第一号）

－ 1,980,000 － - -



宿舎借上料
契約職　副理事長　佐藤具揮
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

平成30年4月1日 個人

入居中宿舎の継続契約であり、本契
約者以外との契約はできない。（物品
等の調達に関する契約事務処理要領
第4条第2項第一号）

－ 1,207,200 － - -

宿舎借上料
契約職　副理事長　佐藤具揮
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

平成30年4月1日 個人

入居中宿舎の継続契約であり、本契
約者以外との契約はできない。（物品
等の調達に関する契約事務処理要領
第4条第2項第一号）

－ 1,041,600 － - -

宿舎借上料
契約職　副理事長　佐藤具揮
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

平成30年4月1日 個人

入居中宿舎の継続契約であり、本契
約者以外との契約はできない。（物品
等の調達に関する契約事務処理要領
第4条第2項第一号）

－ 960,000 － - -

総合技術センタ－庁舎等清掃業務
分任契約職　総合技術センター所長
桜井力
（埼玉県さいたま市桜区神田）

平成30年4月2日
社会福祉法人独歩
（さいたま市西区三橋）

本件は、国等による障害者就労施設
等からの物品等の調達の推進等に関
する法律(平成24年法律第50号)に基
づき、役務の調達を積極的に実施す
るものである。「平成28年度における
独立行政法人水資源機構の障害者
就労施設等からの物品等の調達の推
進を図るための方針」2.(2)及び(物品
等の調達に関する契約事務処理要領
第4条第2項第六の二号)。

- 2,462,400 - － -

職員宿舎借上料
分任契約職　総合技術センター所長
桜井力
（埼玉県さいたま市桜区神田）

（平成30年度の賃貸
借料）

（株）ハウスメイトパートナーズ埼玉支店
（埼玉県さいたま市中央区鈴谷）

入居中宿舎の継続であり、本契約者
以外との契約はできない。（物品等の
調達に関する契約事務処理要領第４
条第２項第一号）

－ 1,219,680 － － -

事務所借上料
分任契約職　総合技術センター所長
桜井力
（埼玉県さいたま市桜区神田）

（平成30年度の賃貸
借料）

（株）クリエ－ト川上
（大阪府茨木市竹橋町）

事務所の継続であり、本契約者以外
との契約はできない。（物品等の調達
に関する契約事務処理要領第４条第
２項第一号）

－ 1,250,400 － － -

北総東部用水取水施設管理業務
分任契約職　千葉用水総合管理所長
岩本逸郎
（千葉県八千代市村上）

平成30年4月1日
北総東部土地改良区
（千葉県香取市大角）

これまでの豊富な知見により取水ピー
ク時や渇水時等における複数の分水
口間及びファームポンド間の取水量
調整に対応した揚水機場の運転監視
操作を効率的かつ効果的に実施する
ことができることから、本業務を適切か
つ円滑に実施できる唯一の者である
ため。（物品等の調達に関する約事務
処理要領第4条第2項第一号）

- 39,452,400 - - -

成田用水取水施設管理業務
分任契約職　千葉用水総合管理所長
岩本逸郎
（千葉県八千代市村上）

平成30年4月1日
成田用水土地改良区
（千葉県成田市寺台）

これまでの豊富な知見により取水ピー
ク時や渇水時等における複数の分水
口間及びファームポンド間の取水量
調整に対応した揚水機場の運転監視
操作を効率的かつ効果的に実施する
ことができることから、本業務を適切か
つ円滑に実施できる唯一の者である
ため。（物品等の調達に関する約事務
処理要領第4条第2項第一号）

- 34,236,000 - - -



成田用水施設の特別管理に関する業務
分任契約職　千葉用水総合管理所長
岩本逸郎
（千葉県八千代市村上）

平成30年4月1日
千葉県
（千葉県千葉市）

成田国際空港関連施設の一環として
対象施設の状況を把握しており、機
構直轄管理施設、千葉県委託管理施
設及び千葉県造成施設の全体警備
を一体的・一元的に実施することによ
り、千葉県管理施設と総合的な情報
共有がなされ、同一レベルでの一元
的な警備、的確な判断・迅速な対応
が可能であることから、本業務を適切
かつ円滑に実施できる唯一の者であ
るため。（物品等の調達に関する契約
事務処理要領第4条第2項第一号）

－ 4,320,972 － - -

平成３０年度霞ヶ浦資料館維持管理等契約
分任契約職　利根下流総合管理所長
谷剛
（茨城県稲敷市上之島）

平成30年4月1日
行方市
（茨城県行方市麻生）

平成８年12月１９日付「霞ヶ浦資料館
の維持管理に関する協定書」に基づ
き、行方市と委託契約を締結するもの
である（物品等の調達に関する契約
事務処理要領第４条第２項第六号）。

－ 24,000,000 － - -

平成30年度揚水機場管理等業務
分任契約職　群馬用水管理所長　笹繁
生
（群馬県前橋市古市町）

平成30年4月1日
群馬用水土地改良区
（群馬県前橋市古市町）

水利調整や苦情対応等を公平かつ
円滑に対応できるため。（物品等の調
達に関する契約事務処理要領第4条
第2項第一号）

40,240,800 40,208,400 － - -

南椎尾調整池管理業務
分任契約職　霞ヶ浦用水管理所長　飯
田直宏
（茨城県かすみがうら市牛渡）

平成30年4月2日
霞ヶ浦用水土地改良区
（茨城県下妻市北大宝）

南椎尾調整池の管理については、南
椎尾調整池の管理に関する協定書第
４条第３項に基づき、委託するもので
ある。（物品等の調達に関する契約事
務処理要領第4条第2項第一号）

－ 4,916,270 － - -

平成３０年度木曽川水系ダム群の統合管理業務
分任契約職　中部支社長　渡辺博之
（愛知県名古屋市中区三の丸）

平成30年4月2日
国土交通省中部地方整備局
（愛知県名古屋市中区三の丸）

国土交通省中部地方整備局との間で
締結した「木曽川水系ダム群の統合
管理に関する細目協定書」に基づき、
国土交通省中部地方整備局に委託し
て施工するものである。（物品等の調
達に関する契約事務処理要領第4条
第2項第一号）

－ 84,780,385 － - -

豊川用水外水管理監視制御処理設備保守業務
分任契約職　中部支社長　渡辺博之
（愛知県名古屋市中区三の丸）

平成30年4月9日
（株）九州テン
（長崎県佐世保市小佐々町葛籠）

業務遂行上の条件を満たす当該業者
を契約の予定者とし、当該業者以外
の者で本工事に必要な条件を満たし
参加意思のある者の有無を確認する
ため公募を実施したところ参加の応募
者はいなかったため（物品等の調達
に関する契約事務処理要領第4条第2
項第一号）。

－ 46,440,000 － - -

愛知用水外管理用制御処理設備保守業務
分任契約職　中部支社長　渡辺博之
（愛知県名古屋市中区三の丸）

平成30年4月9日
日本無線（株）中部支社
（愛知県名古屋市中区三の丸）

業務遂行上の条件を満たす当該業者
を契約の予定者とし、当該業者以外
の者で本工事に必要な条件を満たし
参加意思のある者の有無を確認する
ため公募を実施したところ参加の応募
者はいなかったため（物品等の調達
に関する契約事務処理要領第4条第2
項第一号）。

－ 137,160,000 － - -



三重用水外水管理制御処理設備保守業務
分任契約職　中部支社長　渡辺博之
（愛知県名古屋市中区三の丸）

平成30年4月9日
日本電気（株）東海支社
（愛知県名古屋市中区錦）

業務遂行上の条件を満たす当該業者
を契約の予定者とし、当該業者以外
の者で本工事に必要な条件を満たし
参加意思のある者の有無を確認する
ため公募を実施したところ参加の応募
者はいなかったため（物品等の調達
に関する契約事務処理要領第4条第2
項第一号）。

－ 46,440,000 － - -

宿舎借上料
分任契約職　中部支社長　渡辺博之
（愛知県名古屋市中区三の丸）

平成30年4月1日
（独）都市再生機構　中部支社
（愛知県名古屋市中区錦）

入居中宿舎の継続契約であり、本契
約者以外との契約はできない（物品等
の調達に関する契約事務処理要領第
4条第2項第一号）。

- 3,278,400 - - -

宿舎借上料
分任契約職　豊川用水総合事業部長
小酒井徹
（愛知県豊橋市今橋町）

平成30年4月1日 個人

入居中宿舎の継続契約であり、本契
約者以外との契約はできない。（物品
等の調達に関する契約事務処理要領
第４条第２項第１号）

897,500 - - -

入鹿連絡水路操作等業務
分任契約職　愛知用水総合管理所長
安藤昌文
（愛知県愛知郡東郷町）

平成30年4月1日
入鹿用水土地改良区
（愛知県犬山市字篠平）

当該土地改良区は、各圃場の地域特
性に応じた操作体制や密な連絡体制
を構築して配水調整等を公平かつ円
滑に行うことができ、支線水路の水源
である入鹿池の水運用を適切かつ効
率的に実施できる唯一の者であるた
め（物品等の調達に関する事務処理
要領第４条第２項第１号）。

－ 7,063,200 － - -

揚水機場管理等業務
分任契約職　愛知用水総合管理所長
安藤昌文
（愛知県愛知郡東郷町）

平成30年4月23日
愛知用水土地改良区
（愛知県大府市中央町）

当該土地改良区は、国営級から末端
までの支線水路の施設全般を一括管
理しており、これまでの豊富な管理の
経験から、揚水機場の効率的かつ効
果的な維持管理が可能な唯一の者で
あるため（物品等の調達に関する事務
処理要領第４条第２項第１号）。

－ 5,529,600 － - -

岩屋ダムエレベータ設備点検業務
分任契約職　岩屋ダム管理所長　金藤
康昭
（岐阜県下呂市金山町）

平成30年4月1日
三菱電機ビルテクノサービス（株）中部
支社岐阜支店
（岐阜県岐阜市橋本町）

業務遂行上の条件を満たす当該業者
を契約の予定者とし、当該業者以外
の者で本業務に必要な条件を満たし
参加意思のある者の有無を確認する
ため公募を実施したところ参加の応募
者はいなかったため（物品等の調達
に関する契約事務処理要領第4条第2
項第一号）。

－ 2,799,360 － - -

平成30年度筏川西岸木曽岬用水路附帯揚水機場
運転業務

分任契約職　木曽川用水総合管理所
長　村上喜昭
（愛知県稲沢市祖父江町）

平成30年4月1日
木曽岬町土地改良区
（三重県桑名郡木曽岬町大字西対海
地）

当該土地改良区は、内水排除機場を
はじめとする地域の排水施設を一元
的に管理しており、海抜０m地帯特有
の排水及び営農等に係る特殊事情に
ついて豊富な知識や技術力を有して
いること、及び非かんがい期の除塩用
水の水運用についても適正に実施で
きることから、本業務を適正かつ円滑
に実施できる唯一の者である(物品等
の調達に関する約事務処理要領第4
条第2項第一号)。

- 10,108,800 - - -



長良導水監視制御処理設備保守業務
分任契約職　木曽川用水総合管理所
長　村上喜昭
（愛知県稲沢市祖父江町）

平成30年4月27日
名菱電子（株）
（愛知県日進市浅田町東前田）

業務遂行上の条件を満たす当該業者
を契約予定者とし、当該業者以外の
者で本業務に必要な条件を満たし参
加意思のある者の有無を確認するた
めの公募を実施したところ参加の応募
者はいなかったため（物品等の調達
に関する契約事務処理要領第4条第2
項第一号）。

- 5,076,000 - - -

宿舎借上料
分任契約職　木曽川用水総合管理所
長　村上喜昭
（愛知県稲沢市祖父江町）

平成30年4月1日
今枝（株）
（愛知県弥富市鯏浦町下本田）

宿舎借上については、その都度利便
性、経済性を考慮し、物件調査を行っ
た上で機構に最も有利な物件を契約
している(物品等の調達に関する契約
事務処理要領第4条第2項第一号)。

- 1,239,000 - - -

高須輪中浸透水監視等業務
分任契約職　長良川河口堰管理所長
武田浩一
（三重県桑名市長島町）

平成30年4月1日
岐阜県海津市海津町
高須輪中土地改良区

当該土地改良区は、排水施設の管理
を適切に実施する責任があり、河口
堰運用開始以降、農地の湿潤化を防
止するため、排水機の運転管理を含
め、輪中内における排水路の水位管
理を一元的に実施してきた唯一の組
織であるため。（物品等の調達に関す
る契約事務処理要領第４条第２項第
一号）。

－ 3,261,600 － － －

三重用水施設（用水路）管理等業務
分任契約職　三重用水管理所長　落井
康裕
（三重県三重郡菰野町菰野）

平成30年4月1日
三重用水土地改良区
（三重県四日市市平尾町）

受益地の需要計画、三重用水施設関
係や各施設の操作方法を熟知してい
る当該土地改良区が本業務を適正か
つ円滑に実施できる唯一の者である
（物品等の調達に関する契約事務処
理要領第４条第２項第一号）。

- 7,713,360 - - -

平成３０年度徳山ダム上流域自然環境保全等
分任契約職　徳山ダム管理所長　竹内
英二
（岐阜県揖斐郡揖斐川町）

平成30年4月1日
揖斐川町
（岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪）

樹林帯の上位標高に位置する山林公
有地の巡視や保全活動にあたって
は、樹林帯用地を通過して実施する
ため、従来より樹林帯の植生状況や
通行可能箇所等について熟知しお
り、樹林帯全域が山林公有地と隣接
していることを踏まえると一体的に管
理した方が効率的であることから揖斐
川町と随意契約を締結するものである
（物品等の調達に関する契約事務処
理要領第4条第2項第六号）。

－ 20,000,000 － － －

宿舎借上料
分任契約職　徳山ダム管理所長　竹内
英二
（岐阜県揖斐郡揖斐川町）

平成30年4月1日 個人

入居中宿舎の継続契約であり、本契
約者以外との契約はできない（物品等
の調達に関する契約事務処理要領第
４条第２項第一号）。

- 2,880,000 - - -

平成３０年度光ファイバ心線賃貸借
分任契約職　徳山ダム管理所長　竹内
英二
（岐阜県揖斐郡揖斐川町）

平成30年4月1日
中部テレコミュニケーション（株）
（愛知県名古屋市中区錦）

通信設備等に対し、安定的かつ継続
的に電力供給を受ける必要がある（物
品等の調達に関する契約事務処理要
領第４条第２項第一号）。

－ 864,000 - - -

平成30年度深山雨量レーダ管理業務
分任契約職　関西・吉野川支社長  片
山光也
（大阪府大阪市中央区）

平成30年4月3日
国土交通省近畿地方整備局
（大阪府大阪市中央区大手前）

昭和57年7月2日付けで締結された深
山雨量レーダの管理に関する協定書
に基づく受委託契約である（物品等の
調達に関する契約事務処理要領第4
条第2項第一号）。

－ 6,201,792 － - -



平成30年度淀川大堰等施設維持管理業務
分任契約職　関西・吉野川支社長  片
山光也
（大阪府大阪市中央区）

平成30年4月3日
国土交通省近畿地方整備局
（大阪府大阪市中央区大手前）

平成16年4月1日付けで締結された淀
川大堰等の管理に関する協定書に基
づく受委託契約である（物品等の調達
に関する契約事務処理要領第4条第2
項第一号）。

－ 54,252,720 － - -

平成30年度城ヶ森山レーダ雨量計管理業務
分任契約職　関西・吉野川支社長  片
山光也
（大阪府大阪市中央区）

平成30年4月3日
国土交通省近畿地方整備局
（大阪府大阪市中央区大手前）

平成4年11月17日付けで締結された
城ヶ森山レーダ雨量計の管理に関す
る協定書に基づく受委託契約である
（物品等の調達に関する契約事務処
理要領第4条第2項第一号）。

－ 8,902,656 － - -

平成３０年度淀川ダム統合管理業務
分任契約職　関西・吉野川支社長  片
山光也
（大阪府大阪市中央区）

平成30年4月4日
国土交通省近畿地方整備局
（大阪府大阪市中央区大手前）

平成11年3月31日付けで締結された
淀川ダム群の統合管理に関する協定
書に基づく受委託契約である（物品等
の調達に関する契約事務処理要領第
4条第2項第一号）。

－ 176,373,720 - - -

関西・吉野川支社淀川本部管内ダム管理用制御処
理設備外保守業務

分任契約職　関西・吉野川支社長  片
山光也
（大阪府大阪市中央区）

平成30年4月4日
富士通ネットワ－クソリューションズ（株）
関西支店
（大阪府大阪市西区江戸堀）

業務遂行上の条件を満たす当該業者
を契約の予定者とし、当該業者以外
の者で本業務に必要な条件を満たし
参加意思のある者の有無を確認する
ため公募を実施したところ参加の応募
者はいなかったため（物品等の調達
に関する契約事務処理要領第4条第2
項第一号）。

- 28,080,000 - - -

事務所借料、共益費及び駐車場借上料
分任契約職　関西・吉野川支社長  片
山光也
（大阪府大阪市中央区）

平成30年4月1日
(株)セイワビジネス
（大阪府大阪市中央区）

事務所の継続契約であり、本契約者
以外との契約はできない（物品等の調
達に関する契約事務処理要領第４条
第２項第一号）。

－ 36,185,388 － - -

瀬田川洗堰の改築により生じた施設の管理業務
分任契約職　琵琶湖開発総合管理所
長　宮川省三
（滋賀県大津市堅田）

平成30年4月1日
国土交通省近畿地方整備局
（大阪府大阪市中央区大手前）

当該受託者は、瀬田川洗堰本堰を管
理しており、瀬田川洗堰バイパス水路
の操作はそれと一体的に管理運用す
る必要があることから、本業務の目的
を確実に履行できる唯一の組織であ
る(物品等の調達に関する契約事務
処理要領第４条第２項第一号）。

－ 209,399,040 － - -

平成３０年度吉野川ダム統合管理業務
分任契約職　関西・吉野川支社　吉野
川本部長　高橋陽一
（香川県高松市天神前）

平成30年4月2日
国土交通省四国地方整備局
（香川県高松市福岡町）

本件は、「吉野川水系ダム群の統合
管理に関する協定書」に基づき、国土
交通省四国地方整備局に委託して実
施するものである（物品等の調達に関
する契約事務処理要領第４条第２項
第一号）。

－ 280,925,000 － - -

吉野川本部管内管理用制御処理設備保守業務
分任契約職　関西・吉野川支社　吉野
川本部長　高橋陽一
（香川県高松市天神前）

平成30年4月2日
（株）日立製作所
（香川県高松市中央町）

業務遂行上の条件を満たす当該業者
を契約の予定者とし、当該業者以外
の者で本工事に必要な条件を満たし
参加意思のある者の有無を確認する
ため公募を実施したところ参加の応募
者はいなかったため（物品等の調達
に関する契約事務処理要領第4条第2
項第一号）。

- 37,260,000 - - -



事務所外賃貸借及び屋上使用料
分任契約職　関西・吉野川支社　吉野
川本部長　高橋陽一
（香川県高松市天神前）

平成30年4月1日
日生開発（株）
（香川県高松市朝日町）

事務所の継続契約であり、本契約者
以外との契約はできない（物品等の調
達に関する契約事務処理要領第４条
第２項第一号）。

- 19,433,772 - - -

宿舎借上料
分任契約職　関西・吉野川支社　吉野
川本部長　高橋陽一
（香川県高松市天神前）

平成30年4月1日
（株）穴吹ハウジングサービス
（香川県高松市紺屋町）

入居中宿舎の継続契約であり、本契
約者以外との契約はできない（物品等
の調達に関する契約事務処理要領第
４条第２項第一号）。

- 2,208,000 - - -

宿舎借上料
分任契約職　関西・吉野川支社　吉野
川本部長　高橋陽一
（香川県高松市天神前）

平成30年4月1日
（株）穴吹ハウジングサービス
（香川県高松市紺屋町）

入居中宿舎の継続契約であり、本契
約者以外との契約はできない（物品等
の調達に関する契約事務処理要領第
４条第２項第一号）。

- 1,272,000 - - -

宿舎借上料
分任契約職　関西・吉野川支社　吉野
川本部長　高橋陽一
（香川県高松市天神前）

平成30年4月1日
（株）穴吹ハウジングサービス
（香川県高松市紺屋町）

入居中宿舎の継続契約であり、本契
約者以外との契約はできない（物品等
の調達に関する契約事務処理要領第
４条第２項第一号）。

- 960,000 - - -

宿舎借上料
分任契約職　関西・吉野川支社　吉野
川本部長　高橋陽一
（香川県高松市天神前）

平成30年4月1日
（株）穴吹ハウジングサービス
（香川県高松市紺屋町）

宿舎借上については、その都度利便
性、経済性を考慮し、物件調査を行っ
た上で機構に最も有利な物件を契約
している（物品等の調達に関する契約
事務処理要領第４条第２項第一号）。

- 888,000 - - -

宿舎借上料
分任契約職　関西・吉野川支社　吉野
川本部長　高橋陽一
（香川県高松市天神前）

平成30年4月1日
（株）穴吹ハウジングサービス
（香川県高松市紺屋町）

宿舎借上については、その都度利便
性、経済性を考慮し、物件調査を行っ
た上で機構に最も有利な物件を契約
している（物品等の調達に関する契約
事務処理要領第４条第２項第一号）。

- 624,000 - - -

宿舎借上料
分任契約職　関西・吉野川支社　吉野
川本部長　高橋陽一
（香川県高松市天神前）

平成30年4月1日
（株）共栄宅建
（香川県高松市桜町）

宿舎借上については、その都度利便
性、経済性を考慮し、物件調査を行っ
た上で機構に最も有利な物件を契約
している（物品等の調達に関する契約
事務処理要領第４条第２項第一号）。

- 1,104,000 - - -

平成30年度レーダ雨量計設置等の整備・維持業務
分任契約職　池田総合管理所長　木下
昌樹
（徳島県三好市池田町）

平成30年4月1日
国土交通省四国地方整備局
（香川県高松市サンポート）

平成2年3月30日付四国地方整備局と
締結した細目協定に基づき、四国地
方整備局局に委託して実施するもの
である（物品等の調達に関する契約
事務処理要領第4条第2項第一号）。

－ 3,920,400 － - -

早明浦ダム管理用制御処理設備保守業務
分任契約職　池田総合管理所長　木下
昌樹
（徳島県三好市池田町）

平成30年4月10日
富士通ネットワ－クソリューションズ（株）
四国支店
（香川県高松市藤塚町）

業務遂行上の条件を満たす当該業者
を契約の予定者とし、当該業者以外
の者で本業務に必要な条件を満たし
参加意思のある者の有無を確認する
ため公募を実施したところ参加の応募
者はいなかったため（物品等の調達
に関する契約事務処理要領第4条第2
項第一号）。

－ 8,262,000 － - -



香川用水水管理制御処理設備保守業務
分任契約職　香川用水管理所長　舟橋
弘師
（香川県仲多度郡琴平町）

平成30年4月13日
協和テクノロジィズ（株）香川事業所
（香川県高松市今里町）

業務遂行上の条件を満たす当該業者
を契約の予定者とし、当該業者以外
の者で本業務に必要な条件を満たし
参加意思のある者の有無を確認する
ため公募を実施したところ参加の応募
者はいなかったため（物品等の調達
に関する契約事務処理要領第4条第2
項第一号）。

－ 22,080,600 － - -

香川用水調整池管理用制御処理設備保守業務
分任契約職　香川用水管理所長　舟橋
弘師
（香川県仲多度郡琴平町）

平成30年4月13日
ＪＲＣシステムサービス（株）関西支店
（大阪府大阪市北区梅田）

業務遂行上の条件を満たす当該業者
を契約の予定者とし、当該業者以外
の者で本業務に必要な条件を満たし
参加意思のある者の有無を確認する
ため公募を実施したところ参加の応募
者はいなかったため（物品等の調達
に関する契約事務処理要領第4条第2
項第一号）。

－ 9,180,000 － - -

平成30年度筑後川ダム統合管理業務
分任契約職　筑後川局長　元永秀
（福岡県久留米市東町）

平成30年4月2日
国土交通省九州地方整備局
（福岡県福岡市博多区博多駅東）

「筑後川水系ダム群の統合管理業務
に関する細目協定書」に基づき、国土
交通省九州地方整備局と委託契約を
行うものである。（物品等の調達に関
する契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 124,800,334 － － －

筑後川局管内観測設備外保守業務
分任契約職　筑後川局長　元永秀
（福岡県久留米市東町）

平成30年4月5日
（株）アクアテルス　九州支店
（福岡県久留米市荘島町）

一般競争入札～不落随契に移行 － 54,000,000 － － －

筑後川局管内制御処理設備保守業務
分任契約職　筑後川局長　元永秀
（福岡県久留米市東町）

平成30年4月2日
ＪＲＣシステムサービス（株）九州支店
（福岡県福岡市博多区店屋町）

業務遂行上の条件を満たす当該業者
を契約の予定者とし、当該業者以外
の者で本業務に必要な条件を満たし
参加意思のある者の有無を確認する
ため公募を実施したところ参加の応募
者はいなかったため（物品等の調達
に関する契約事務処理要領第4条第2
項第一号）。

－ 70,200,000 － － －

山口調整池遠方監視制御設備外保守業務
分任契約職　筑後川局長　元永秀
（福岡県久留米市東町）

平成30年4月10日
（株）荏原電産
（東京都大田区大森北）

業務遂行上の条件を満たす当該業者
を契約の予定者とし、当該業者以外
の者で本業務に必要な条件を満たし
参加意思のある者の有無を確認する
ため公募を実施したところ参加の応募
者はいなかったため（物品等の調達
に関する契約事務処理要領第4条第2
項第一号）。

－ 7,668,000 － － －

大詫間幹線水路施設管理委託業務
分任契約職　筑後川局長　元永秀
（福岡県久留米市東町）

平成30年4月1日
佐賀東部土地改良区
（佐賀県神埼市千代田町直鳥）

集中豪雨への対応について受益地
内の排水管理情報を迅速・的確に把
握し排水管理を迅速かつ適切に実施
できること、周辺地域との連携による
一体的・総合的な用排水管理が実施
できることから、本業務を適正かつ円
滑に実施できる唯一の者である（物品
等の調達に関する契約事務処理要領
第４条第２項第一号）。

－ 4,840,560 － － －



事務所等借上料
分任契約職　筑後川局長　元永秀
（福岡県久留米市東町）

平成30年4月1日
日本生命保険（相）
（大阪府大阪市中央区今橋）

事務所等の継続契約であり、本契約
者以外との契約はできない（物品等の
調達に関する契約事務処理要領第４
条第２項第一号）。

－ 36,795,240 － － －

事務所清掃業務
分任契約職　筑後川局長　元永秀
（福岡県久留米市東町）

平成30年4月1日
星光ビル管理（株）　福岡営業部
（福岡県福岡市博多区博多駅前）

当該事務所の賃貸借条件から、清掃
業務についても建物の管理を委託さ
れている当法人を通して支払うことと
なっており、競争が存在しない（物品
等の調達に関する契約事務処理要領
第４条第２項第一号）。

－ 3,257,676 － － －

借上宿舎賃貸借
分任契約職　筑後川局長　元永秀
（福岡県久留米市東町）

平成30年4月1日 個人

宿舎借上については、その都度利便
性、経済性を考慮し、物件調査を行っ
た上で機構に最も有利な物件を契約
している（物品等の調達に関する契約
事務処理要領第４条第２項第一号）。

－ 1,008,000 － － －


